
県からの連絡事項 

 

［資料５－１］高病原性鳥インフルエンザ等に対する防疫措置への御協力のお願いについて （復興防災部） 

［資料５－２］自助・共助・公助による地域の安全・安心の確保について（復興防災部） 

［資料５－３］地域活性化センターの事業について（ふるさと振興部） 

［資料５－４］重層的支援体制整備事業の実施による包括支援体制の構築について（保健福祉部） 

［資料５－５］次期いわて子どもプラン等の策定方針等について（保健福祉部） 

［資料５－６］ＩＬＣ推進に関する取組状況について（ＩＬＣ推進局） 
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【資料５－１】
令和６年７月２３日
復 興 防 災 部



家畜伝染病への対応としての自衛隊の災害派遣

自然災害や家畜伝染病などの危機事象が頻発化し、国際情勢も不安定化するといった新たな
環境の中、自衛隊の災害派遣について、市町村の皆様の協力が必要条件となっている。

◇ 家畜伝染病発生時、都道府県は、都道府県内からの動員のみでは迅速な防疫措置の実施が困
難な場合には、農林水産省、他の都道府県等からの派遣を要請し、なお人員が不足する場合に
は、自衛隊の派遣要請を検討（その際、農林水産省と調整）

◇ 自衛隊の災害派遣については、以下の３要件を総合的に勘案して判断

①緊急性（状況からみて差し迫った必要性があること）

②公共性（公共の秩序を維持する観点において妥当性があること）

③非代替性（自衛隊の部隊等が派遣される以外に適切な手段がないこと）

➡ 農林水産省は各都道府県に対し、家畜の殺処分について市町村の協力も得て人員確保を図り、
動員計画に反映させるよう要請（消費・安全局長通知）

高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病が発生した場合の県内の動員体制について、市町村
の皆様に説明を行っており、今年の冬までに県の対応要領を改訂する予定



自助・共助・公助による地域の安全・安心の確保について

常備消防
（12本部）
約2,000人

消防団
（33団）
約19,000人

自主防災組織
（約2,400組織）
約720,000人

➡ 救急安心センター事業（#7119）による負担軽減 など

➡ やりがいの向上（消防団応援の店等）

負担の軽減（機能別団員・分団等） など

➡ 自主防災組織の世帯カバー率向上

個別避難計画の作成促進 など

取り組むべき主な課題（例）

※ その他、市町村防災会議の女性委員比率は早期に15％を達成した上で、2025年までに30％とすることが政府
目標に掲げられている。

自助・共助・公助により地域の安全・安心を確保する仕組みとして、県内市町村の皆様には、
常備消防・消防団・自主防災組織などが抱える課題の解消に取り組んでいただいている。

【資料５－２】
令和６年７月２３日
復 興 防 災 部



圃別科（センタ ー 主催の研修事業への参加）

本科生以外の公務員と一般の方が履修できるカリキコラムを用意しています。本科生も希望により
選択的に履修できます。詳細はお問い合わせください。

①全国地域リー ダ ー 養成塾
（平成元年度開始） ［R6：年間30日程度、定員35名予定(RS:年間29日、修了者32名） ］ 
地域のリ ーダーを養成するための実践重視の実務型研修
塾 長西村幸夫氏 （國學院大學教授、東京大学名誉教授）
主任講師 田村秀氏 （長野県立大学教授）

土山希美枝氏 （法政大学教授）
松井望氏 （東京都立大学教授）
野原卓氏 （横浜国立大学准教授）
図司直也氏 （法政大学教授）

②地方創生実践塾 （平成17年度開始） ［R6：年間9回予定(RS：年間l 3回）】
地域活性化や地方創生の優良事例を生んだ地域（現地）で行うワ ークショップ形式の2~3日間
のセミナー

③新たな知と方法を生む地方劃生セミナ ー

（平成26年度開始） ［R6：年間12回予定(RS:年問20回） ］ 
地域活性化や地方創生の成功モデルを構築した講師陣が地域の価値創造・課顆解決の秘訣を
伝授するセミナー

④キャリア開発塾 （令和4年度開始） ［R6：年間 3 回予定(R5：年間3回） ］ 
自律的・価値創造的な公務貝を育てる地方公共団体職貝向けの1週間程度の短期インタ ーン研修

⑤公務マネジメント養成塾 （令和6年度開始） ［R6：年間1回予定】
地万公共国体の管理職等を対象に、マネジメントのノウハウや現代ビジネスの新潮流、公務の
変三の方向性などを3日間で学ぶ研修

⑥地域プロモ ー ションセミナ ー [ R6：年間3回予定(R5：年間3回） ］ 
動画、Web、SNS、紙媒体を活用して地方公務員のプロモーションスキルの向上を図るための
半日～ 1日のセミナー

⑦NEOプロばな（東京在住地方公共団体職員研修交流事業）
[ R6:年間1回予定(RS:年間2回） ］ 

全国から各省庁、団体、企業等に派遣された職員向けの各界を代表するプロフェッショナルな
講師による半日の講演会

⑧地方創生フォ ー ラム [ R6：年間5回予定(R5：年間5回） ］※東京及び地方開催
地域活性化や地万創生に関わる方向けの半日の基調講演やパネルディスカッション

⑨サブスクリプション型人材育成事業 [ R6: 100本追加予定(R5末：累計200本）】
各種セミプ ーのy ーカイブ動画配信

⑩人口推計・地域経済循珊分析業務（セミナ ー ・ワ ー クショップ）
......................................................................................................................................................... 

センタ ーでは上記以外にも、人材育成バッケージプログラム（地方公共団1本等の人材育成プログラムに
ついて企画・立案・実施までパッケージで提供）などを行っています。詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ先

一般財団法人地域活性化センタ ー

TEL : 03-5202-6 7 3 7（代表） Mail : daigakkou@jcrd.jp ら
地域力創造大学校®

ら地域力創造大学校®

地域力創造大学校®
一般財団法人地域活性化センタ ー の登録商標です

椎川 忍
（ 一 般財団法人地域活性化センタ ー 常任顧周・前理事長）

►►地域活性化センタ ー役職員

林賠理理事長、川住昌光常務理事のほか、総務省、民間企業、地方
公共団体からの出向者やプロパー職員がそれぞれの知識、経験に基づ
き指導します。

総務省地域力創造アドバイザ ー、内閣府地域活性化伝道師に認定・
登録されている職員も在籍しています。

"→地域活性化センタ ー顧問

長年センタ ー事業に携わっていただいている学識経験者、センタ ー

事業に深い理解と関わりがあり、先駆的実践者の立場から事業推進の
精神的支柱となっている首長経験者、各種委員会委員の活動を通じ、
センタ ー事業に貢献いただいているオピニオンリ ー ダー である方々が
就任しています。

主な顧問の方々

・首藤勝次氏
（前大分県竹田市長、地域おこし協力隊有識者による意見交換会講師）

•北）IIフラム氏
（ア ートフロントギャラリ ー代表、ふるさとイベント大賞選考委員長）

・パックンマックン
（お笑い芸人、ふるさとパンフレット大賞審査委員）

【資料５－３】
令和６年７月２３日
ふるさと振興部
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地域活性化センター

キャリア開発塾

自律的/価値創造的公務員を育む
地域活性化センター短期インターンプログラム

問い合わせ先

一般財団法人地域活性化センター
企画・人材育成グループ
アクティブラーニング室

e-mail:active@jcrd.jp

TEL:03-5202-6133

https://www.jcrd.jp R5.6.15作成



キャリア開発塾とは

地方公共団体で働く若手職員向けの、当センター短期インターンシッププログラム です。

センター職員の目指す姿と同じ自律的・価値創造的な公務員 に変わるきっかけをつくります。

キャリア開発塾の学びのポイント

受講者/派遣元の声

主な講義及び視察実績・プログラム例

受講者から：プログラムの感想

○新たな気付きや刺激をもらい、とても充実していました。

○想像以上に楽しかったです。普段見られないオフィスや働
き方を知り、他市町村の方と関われた事が嬉しかったです。
新しいことを始めた方々の話から勇気をもらいました。

○現状から一歩踏み出す勇気をいただけた研修でした。

○非常に密度の濃い内容、今までの概念を覆す機会の連続で、
終始、刺激に満ち溢れた研修でした。

○急速に変化する時代に公務員も今まで通りの働き方ではダ
メという漠然とした思いは持っていましたが、講師や参加
者の姿勢を見て、自分も行動していきたいと思えました。

受講者から：こんな人にオススメ

○人脈を広げたい、今の仕事に新しい風を吹き込みたい人

○官民共創や職場横断、地域イベントを担う人

○少しでも働き方や環境に問題意識を抱いている人

○今の組織での現状維持がいいと思い込んでいる人

○熱い気持ちを持っているけれど、それをどのように実現
させていけばよいかわからないという人

主任講師

不確実性が高まる今後の時代

には、多様な関係者と共に地域

社会の理想像を考え、実現を目

指す、自律的で価値創造的な公

務員が求められます。

新たな公務員像への意識づく

りとともに、参考となる実践者

との交流ができます。

○帰庁後すぐに自主報告会を行い、学びを共有していた。

○主体的・前向きに業務に取り組もうとするマインドが養わ
れた様子が伺える。

○先進企業の職場環境整備の取組に大いに刺激されていた。

○これまでと同じではなく、時代に沿った変化の必要性を意
識しながら業務に取り組む姿勢が見られる。

派遣元から：受講後の変化の印象

創造性向上ワーク（UoC）

オフィス見学（地域活性化センター）

企業の働き方改革紹介（サイボウズ社）

民間起業家との行政連携に関する意見交換（SHIBUYA QWS）

最先端の現場で働く
官民の人材との対話
から気づきを得る

これからの時代の
公務員に求められる
能力、考え方を学ぶ

官民の働き方、
考え方に関する
先進現場に触れる

都内の官公庁や民間企業では、

これまで想像できなかった働き

方・オフィスの改革が進められ

ています。

現地見学を通じて、公務やビ

ジネスの最先端における環境や

考え方を実地で学ぶことができ

ます。

講義と実践を通じて、自分の

組織・地域の創造性向上に役立

つ手法を体験できます。

また、行政と連携する民間団

体との交流により、これからの

地域において行政に期待される

役割への理解を深めることがで

きます。

プログラム例
1日目PM：社会変化に関する導入講義
2日目AM：働き方改革に関する講義
2日目PM：働き方改革に関する企業視察
3日目AM：官公庁オフィス視察
3日目PM：創造性向上に関するワーク
4日目AM：官民連携・起業支援現場視察
4日目PM：官民共創に関する講義・ワーク
5日目AM：飛び出す公務員実践事例紹介
5日目PM：まとめ、参加者発表

講義テーマ
・変化する社会の読み解き方

・令和時代の公務員の働き方

・官民共創の新潮流

・産業遺産

・フューチャーデザイン

・SWOT分析

・飛び出す公務員実践事例

視察先
・総務省行政管理局

・渋谷区役所

・サイボウズ株式会社

・コクヨ株式会社

・株式会社オカムラ

・ UNIVERSITYofCREATIVITY

・ SHIBUYA QWS

募集情報

箕浦龍一 氏
・元総務省大臣官房サイバー
セキュリティ情報化審議官

・一般社団法人官民共創未来
コンソーシアム 理事

・一般財団法人地域活性化
センター シニアフェロー

キャリア開発塾
紹介・申込先

参加費用

募集人数

申込方法

1名35,000円（当センター賛助

会費として。別途旅費等自己負担）

各回16名程度

センターHPからメール
による受講希望調書提出



重層的支援体制整備事業の実施による包括支援体制の構築について

令和６年５月岩手県地域福祉課調べ

●事業実施中（５市町）

●令和７年度事業実施予定（４市）

移行準備事業実施中

独自に準備中

重層的支援体制整備事業の概要 重層的支援体制整備事業の実施状況

盛岡市、遠野市、釜石市、矢巾町、岩泉町

奥州市、滝沢市

宮古市、北上市

事業実施に向けた支援

●移行準備事業 ［補助率：国3/4 市町村1/4 ］

（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）

●市町村への後方支援事業

本事業は、介護、障がい、子ども家庭、生活困窮分野の既存事業を活かしながら、財源の統合により一体的に支援を展開し、住民参画や福祉以外の
分野との協働により、利用者の属性や分野を超えた共生型・伴走型の相談・支援を展開するものであり、地域づくりと一体となった地域共生社会の実
現に向けた包括的な相談支援体制の構築において有用な事業であると考えられることから、各市町村における積極的な取組をお願いします。

令和7年度で国庫補助
事業廃止の見込

地域住民が抱える複雑化、複合化した支援ニーズに対応するため、平成29
年の社会福祉法改正により、市町村における包括的な支援体制の構築が努
力義務とされ、それをより具体的に推進するため、令和2年改正において重層
的支援体制整備事業（任意事業）が創設

➤ 庁内・関係機関等の連携体制の構築、多機関協
働・アウトリーチ・参加支援の試行等、重層的支援
体制整備事業の実施に向けた取組を支援。

➤研修会・連絡調整会議の開催（令和６年７月31日）
➤重層的支援体制構築アドバイザーの派遣
アドバイザー：岩手県立大学社会福祉学部客員教授齋藤昭彦氏

➤ コミュニティソーシャルワーカーの養成
（福） 岩手県社会福祉協議会へ委託

【問合せ先：岩手県保健福祉部地域福祉課】

③地域づくりに向けた支援

②参加支援①相談支援

緩やかな見守り 場の機能

属性にかかわらず、包括的に
相談を受け止める機能

多機関協働の中核の機能

社会とのつながりや
参加を支援する機能

関係機関が協働して、チーム
として課題に対応するための
体制づくり

本人・世帯を包括的に受け止め支える支援 本人中心、本人の力を引き出す支援

住民に身近な圏域で、様々
な地域生活課題の相談など
に応じる体制づくり

地域住民同士の交流や、
社会参加の場等の促進

早期の発見・支援
地域とのつながりや
関係性づくりを行う
支援

これらの支援を一体的に行う
「包括的な支援体制」

高齢分野

障害分野

子ども分野

生活困窮分野

高齢分野の
相談・地域づくり

障害分野の
相談・地域づくり

子ども分野の
相談・地域づくり

生活困窮分野の
相談・地域づくり

新たな分野

重
層
的
支
援
体
制
整
備

事
業
交
付
金

属
性
や
世
代
を
問
わ
な
い

相
談
支
援
・地
域
づ
く
り

【市町村の事業実施】【国庫補助等】

高齢分野

障害分野

子ども分野

生活困窮分野

【市町村の事業実施】【国庫補助等】

一本化

【従来：財源的な制約】 【重層事業の導入：包括的・一体的な事業展開】

多機関協働・アウトリーチなど

【資料５－４】
令和６年７月２３日
保健福祉部地域福祉課



次期いわて子どもプラン等の策定方針等について

１ 趣旨等

⑴ 計画策定の趣旨
いわての子どもを健やかに育む条例（平成27年岩手県条例第30号。以下「条例」という。）に基づき、子ども・子育て支援に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「子ども・子育て支援に関する基本的な計画」として、本県の
現行プランの最終評価を踏まえ、その具体的な推進方策等を明らかにするもの

⑵ 計画の期間
令和７年度（2025年度）から令和11年度（2029年度）までの５年間の計画とする。

⑶ 計画の性格・位置づけ（策定根拠等）
・ 条例第11条 に基づく子ども・子育て支援に関する「基本計画」【子どもプラン関係】

・ こども基本法(令和４年法律第77号)第10条第１項 に基づく「都道府県こども計画」【子どもプラン関係】

・ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第９条 に基づく「都道府県行動計画」【子どもプラン関係】

・ 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第９条第１項 に基づく｢都道府県子ども・若者計画｣【青少年育成プラン】

・ 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第９条第１項 に基づく「都道府県計画」【子どもの幸せ応援計画】

・ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第12条 に基づく「ひとり親家庭等自立促進計画」

※ 本計画は「県行政に関する基本的な計画の議決に関する条例」における議決対象計画であるもの

令 和 ６ 年 ７ 月 2 3 日
保健福祉部子ども子育て支援室
環境生活部若者女性協働推進室

意見聴取
（記載内容のほかアンケートやワークショップ等を実施予定）

子ども・子育て会議（予定） 県議会

５月～７月（R5実施調査等※の分析）
※ 子どもの生活実態調査、ひとり親等世帯 等

７/10（今後の施策の方向性）

８月～（若者カフェ等での聴取） ９/18（策定状況、意見聴取） ９月議会までに（策定方針）

11月（いわて希望塾）
12月～１月（パブコメ・地域説明会）

11月（素案） 12月議会（素案）

２月（最終案） ２月議会（最終案）

２ スケジュール（案）の概要

【 資 料 ５ － ５ 】



４ （参考）今年度策定する計画の位置付け

資料のとおり

３ 策定方針（案）

★子どもの幸せ応援計画 R2(2020)~R6(2024)
【子どもの貧困対策の推進に関する法律第9条第1項】

★青少年育成プラン R2(2020)~R6(2024)
【子ども・若者育成支援推進法第９条】

★ひとり親家庭等自立促進計画 R2(2020)~R6(2024）
【母子及び父子並びに寡婦福祉法第12条】

★子ども・子育て支援事業支援計画 R2(2020)~R6(2024)
【子ども・子育支援法第62条第1項】

・社会的養育推進計画 R2(2020)~R11(2029)
【国通知（都道府県社会的養育推進計画の策定について）】

・ 子ども・子育て支援に関する基本的な計画
【いわての子どもを健やかに育む条例第11条】

★次世代育成支援対策推進県行動計画
【次世代育成支援対策推進法第9条】

（新）いわて子どもプラン R7(2025)～R11(2029)【こども基本法第１０条（県子ども計画）】

こども大綱 R5（2023）12月22日閣議決定【こども基本法第９条】

（新）市町村こども計画 R7（2025）～R11（2029）

少子化社会対策大綱 子供の貧困対策の推進に関する大綱 子供・若者育成支援推進大綱＋＋

※県こども計画は、既存の各法令に基づく県計画と一体のものとして策定できる。（★は国の法令に基づくもの）

現行 いわて子どもプラン
R2(2020)～R6(2024)

＊計画策定は努力義務

２計画は、こども政策に係る実施計画であり、個別策定・管理

●現行の「いわて子どもプラン」をライフステージに応じて構成を見直し、
こどもに係る関連計画を統合し、こども施策を総合的かつ強力に推進する。
●計画を統合することで、総合的に本県のこども施策を推進するとともに、
「こども大綱」に対応する一つの計画として県民にもわかりやすい計画とな
ることを目指す。

＋

勘案して策定

勘案して策定

赤枠内の計画を一体に策定



いわて子どもプラン

策定方針等
（案）

令和６年７月

資 料



Ⅰ いわて子どもプランの策定方針

○ 令和５年４月１日に、こども家庭庁が設立され、同日に「こども基本法」が施行。基本理念
として、次の６点が掲げられている。
① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教
育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること

③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参
画する機会が確保されること

④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・家庭での養育が
困難なこどもの養育環境の確保

⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

○ 同法第５条では、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他
の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策
定し、及び実施する責務を有する」とされ、第10条では、国の大綱を勘案して、都道府県こ
ども計画を策定するよう、努力義務が課せられているところ。

○ また、第11条では、こども政策の策定等に当たり、こどもや子育て当事者等の意見を聴取
することが明記

○ さらに、いわての子どもを健やかに育む条例に基づき、「子ども・子育て支援に関する基
本的な計画」として、いわて県民計画に掲げる社会全体で県民の結婚、妊娠、出産及び子
育てを支え、誰もが子どもを健やかに育みやすいと実感できるいわての実現に向け、その
具体的な推進方策等を明らかにする必要がある。



これまでは…【行動計画策定指針策定にあたっての基本的な視点のうち （１）こどもの視点】

（略）子育て支援サービス等により影響を受けるのは多くは子ども自身であることから、次世代育成支援対策
の推進においては、子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮することが必要
であり、特に、子育ては男女が協力して行うべきものとの視点に立った取組が重要である。
⇒ こどもの幸せと利益が第一だが…施策の中心は子育て世代

こどもの視点の追加について

次期いわて子どもプランにおける「こどもの視点」

【こども基本法】

①全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見
を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。（略）その意見が尊重され、そ
の最善の利益が優先して考慮されること（同法第３条第３項及び第４項）。
②国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象
となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させる（同法第11条）。
⇒ こどもは、自身に関わるこども施策に意見・評価する権利をもつ者

新たな視点の追加

こども・若者を、子育て支援サービス等を受ける受動的な存在でなく、こども施策
に対して意見を表明し、権利をもつ能動的な存在として位置付ける。

【次期いわて子どもプランにおける「こども」の定義】 「こども」とは、心身の発達の過程にある者（こども基本法第２条）



① いわて県民計画（2019～2028）の実効性を高めるとともに、「こども基本法」等の趣旨に則
り、本県の「都道府県こども計画」を策定する。

② プランにおいては、国のこども大綱を踏まえ将来（５年後）のあるべき姿を明示する。

③ ライフステージごとのこども施策の推進に関する具体的な施策の方向性を示す。

④ プランにおいては、県、市町村、関係団体など他の主体との関わり方の方向性を示す。

⑤ 策定に当たっては、こどもや子育て当事者等からの意見を広く伺う。

いわて子どもプランの策定方針（案）

Ⅱ 既存計画との関係性

いわて県民計画（2019～2028）
長期ビジョン

いわて県民計画（2019～2028）
第２期政策推進プラン

いわて青少年
育成プラン

いわて子どもプラン

いわての子ども幸せ
応援計画

岩手県ひとり親等自
立促進計画

岩手県子ども・子育
て支援事業支援計画

政策推進プランの実効性を
高めるとともに、「こども基本
法」の趣旨に則る。

岩手県社会的養育推
進計画

いわて子どもプランに統合
上記２計画は、子育て支援の提供体制などに係る実施計画
であり、社会経済情勢に応じて、臨機応変に変更する可能
性もあることから、こどもに係るマスタープランの「いわて子
どもプラン」とは別に策定・管理（統合しない。）。

※ 県こども計画は、既存の各法令に基づく県計画と一体のものとして策定できること
とされている。（こども基本法第10条第４項）



Ⅲ プラン策定に当たっての意見聴取

計画策定に向けた実態調査等の結果に基づき、主にこどもや子育て世帯から広く意見を伺
い、プランの策定に生かすとともに、プランの実効性を高めていく

R５

ひとり親家庭等実態調査

（11月～12月）

【対象】県内の母子・父子・養育者・寡婦世帯から2,000世帯を抽出

【内容】生活状況（就労、収入、養育費）、福祉制度の認知度及び利用状況等

【回答数（回答率）】863 （43.2％）

子どもの生活実態調査

（R５.12月～R６.１月）

【対象】小５、中２の児童生徒及びその保護者全て

【内容】生活状況、教育・生活の支援、感染症による生活の変化等

【回答数（回答率）】全体14,057（37.8％）、児童生徒10,622（57.3％）、保護者3,395（18.2％）

R６

いわて希望塾

（11月３～４日（予定））

【対象】県内各中学校から１名程度推薦（計100人程度）

【内容】グループディスカッションを通じて県の将来像等について議論

参加前の事前課題として、県に対する意見等を提出（９月頃）

パブリックコメント、地域

説明会

（R６.12月～R７.1月）

【対象】一般県民＋子ども・若者

【内容】計画素案に対する意見聴取

上記のほか、関連事業を含めて、様々な機会をとらえて意見聴取に努める。



Ⅳ いわて子どもプランの骨子案

■はじめに
策定の趣旨、基本理念、計画期間、これまでのプランとの関係性 等

■【本県の子どもと家庭をめぐる状況】
・ 前計画の総括的な評価（少子化の動向、子育て世帯の状況等（調査結果））
・ 次期いわて子どもプランで重視する考え方

➣ 東日本大震災津波での経験などを基に、すべてのこども・若者が、将来に夢と希望を持ち、
個性や多様性が尊重され、家庭や地域で、こどもがいきいきと成長し、こどもと子育てに
関わるすべての人が、幸福を追求していくことができる、岩手の実現を目指す。

Ⅰ 出会い・結婚・妊娠・出産（１ 若者支援、２ 妊産婦 等）

～誕生前から幼児期まで 【現：子どもプラン】

Ⅱ 子育て支援（１ 子育て支援、２ 相談・情報提供体制 等）

～学童期 【現：子どもプラン】

Ⅲ 子どもの健やかな成長と自立（１ 子どもの権利、２ 教育、３ 保健 等）

～青年期 【現：青少年育成プラン】

Ⅳ 援助を必要とする子どもや家庭（１ 虐待、２ 障がい、３ ひとり親、４ 貧困 等）

【現：子どもの幸せ応援計画、ひとり親家庭等自立促進計画】

Ⅴ 社会環境（１ 地域社会、２ 環境づくり）

Ⅵ 震災からの復興



【参考】国資料



ILC全体のタイムラインとIDTの取組

ＩＬＣ推進に関する最近の状況

（R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10） （R11） （R12） （R13） …

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 …

【ＩＬＣ全体のタイムライン】
（ILCの進展についての理想的なモデル）（成功志向で大きな事故がないことを前提にしている）

ILCテクノロジーネットワークの活動

その他関連する

国内外の動き

● R5.7月 KEKとCERNがILCテクノロジーネットワークに関する協定締結

●

ILCテクノロジーネットワークの段階 準備段階 建設段階
（建設と試運転に～10年）

※ 山内KEK機構長講演資料より

国際有識者会議の活動 ➡ 政府間協議

誘致判断の節目

ILCの進展について

の理想的なモデル

FCC-ee実現可能性調査の報告（R7.3月に前倒し）

次期欧州素粒子物理戦略の草案（R7.12月に前倒し）

● R5.7月 国際有識者会議が報告書

●

国内外の研究者による公表資料及びLCWS2024（R6.7.8-11）関係資料等から作成

IDTの取組・関連

の動き

● R4.夏～ 国際有識者会議設置

● ←←←

● ←←←

● ●

R5.12 P5報告書
R6.7 LCWS2024(東京)

次期５か年計画に提案

◇
R6.2 内閣府と文部科学
省による連絡会が設置

中国CEPC技術設計完成

● 同戦略更新

【 資 料 ５ － ６ 】
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世界の大型加速器の計画

・日本（北上山地）が建設候補地となっている直線型の衝突加速器

・全長20ｋｍ

・建設費7,355～8,033億円

・CERNに新しく建設が検討されている円形型の大型加速器。

・全長（周長）約91km。

・建設費170億米ドル（1$145円換算で2兆4,650億円～2兆5,500億円）

・現在、FCC-eeのFS調査（実現可能性調査）を実施中。

中国科学院高能物理研究所（IHEP）が計画中の、電子と陽電子を衝突
させる円形の大型衝突型加速器。全周100kmを想定

2023.6月に香港でＴＤＲ（技術設計書）の国際レビューが開催され
「研究者は2027～2028の建設開始を政府に提案する」という段階。

ＩＬＣ（国際リニアコライダー）

FCC-ee（将来円形衝突型加速器）

CEPC（円形大型衝突加速器）
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アメリカ P５報告書（R5.12月）の概要

○ 今後20年間に実行可能な予算の中で、全体の予算が数倍以上増えない限
り、国内ヒッグスファクトリーを建設する余地を見出すことはできなかった。

○ 一方、ヨーロッパではＦＣＣ-eeが実現可能かどうかを確認するプロセス
が進行中である。日本のHEPコミュニティは、ＩＬＣを日本主催の世界的プロ
ジェクトとして実現しようと努力している。したがって、オフショア（海
外）の選択肢を模索し、国際共同研究を精力的に進めることで、いずれかの
プロジェクトが実現したときに米国が大きな役割を果たせるようにすること
を推奨する。

○＜建設に関する様々な予算シナリオ＞
※ オフショア（海外）ヒッグスファクトリーの建設に関し、今後10年間の
建設予算規模は、10～30億ドル（145円/＄換算で1,450億円～4,350億円）が想定さ
れている。

Ｐ５：Particle Physics Project Prioritization Panelの略。
アメリカのエネルギー省（DOE）関係の諮問機関。今後10年

間の素粒子物理学プロジェクト優先順位決定委員会。
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いずれかの
プロジェクトを支援

世界の大型加速の計画

ＩＬＣ

ＦＣＣ-ee

CEPC

アメリカが負担する建設予算規模は、
10～30億ドル（145円/＄換算で1,450億
円～4,350億円）が想定

アメリカにヒッグス
ファクトリーは造ら
ない。
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